
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号を適用する随意契約の発注情報

契約の名称
（物件、委託名）

契約の概要
（予定業務の内容・数量・期限等）

契約締結
予定月

契約締結予定
年月日

選定基準 決定方法 契約締結日
契約相手方

（住所・名称）
契約金額

契約相手方
とした理由

その他

発注元 千早赤阪村

担当者 都市整備課：鎌倉

TEL 0721-26-7138

FAX 0721-72-1880

発注元 千早赤阪村

担当者 教育課：田中

TEL 0721－72－1300

FAX 0721－72－1400

発注元 千早赤阪村

担当者 教育課：喜田

TEL 0721-72-1300

FAX 0721-72-1400

発注元 千早赤阪村

担当者 教育課：喜田

TEL 0721-72-1300

FAX 0721-72-1400

発注元 千早赤阪村

担当者 都市整備課：鎌倉

TEL 0721-26-7138

FAX 0721-72-1880

地方自治法施行令第167条の２第３
号に該当する千早赤阪村高年齢者
等就業支援団体に認定された者
で、所在地が千早赤阪村内である
こと。

一者特命随契

地方自治法施行令第167条の２第３
号に該当する千早赤阪村高年齢者
等就業支援団体に認定された者
で、所在地が千早赤阪村内である
こと。

一者特命随契

地方自治法施行令第167条の２第３
号に該当する千早赤阪村高年齢者
等就業支援団体に認定された者
で、所在地が千早赤阪村内である
こと。

一者特命随契

5 令和8年3月31日
村道水分東阪線及び村道
東阪中津原線外草刈り業
務

村道水分東阪線作業延長2,300ｍの草苅業務他
村道東阪中津原線作業延長1,100ｍの草刈り業
務他

令和8年6月 令和8年6月19日

地方自治法施行令第167条の２第３
号に該当する千早赤阪村高年齢者
等就業支援団体に認定された者
で、所在地が千早赤阪村内である
こと。

一者特命随契

地方自治法施行令第167条の２第３
号に該当する千早赤阪村高年齢者
等就業支援団体に認定された者
で、所在地が千早赤阪村内である
こと。

一者特命随契1 令和8年3月31日
千早赤阪村村道維持管理
委託業務

村道清掃及び除草その他村道維持管理業務 令和8年4月 令和8年4月1日

令和8年4月1日

発注元
見積参加申込書
提出締切日

発注見通し公表欄 契約締結前公表欄 契約締結後の公表

2 令和8年3月31日 小中学校校務員業務
赤阪小学校・千早小吹台小学校・中学校の校
務員業務

令和8年4月 令和8年4月1日

3 令和8年3月31日
千早赤阪村Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター管理業務

千早赤阪村Ｂ＆Ｇ海洋センター及び社会体育
施設のの管理業務

令和8年4月 令和8年4月1日

4 令和8年3月31日
くすのきホール管理業務
委託

くすのきホール管理業務委託
令和8年4月 令和8年4月1日


